
 
 

 

シリーズ 社会福祉法人の力を地域に 

～社会福祉法人の地域における公益的な取組を紹介～ 

社会福祉法が改正され、全ての社会福祉法人は、「地域における公益的な取組」を行うこと

が責務として規定されました。社会福祉法人の公益性・非営利性など、その本旨に従い、他

の事業主体では困難な福祉ニーズへの対応が求められています。 

 

2019 年 7月掲載 

「 サッカー教室を通した地域支援 」 

社会福祉法人 梅光会 

 

取り組みの概要 

社会福祉法人梅光会が運営する児童養護施設 梅光児童園で

は、地域の子どもたち 40～50 名を対象に、週 1 回にサッカー

教室を開き、コーチとして職員 3 名を派遣しています。 

サッカー教室では、勝敗よりも楽しむことを大切にしていま

すが、練習や試合をとおして、子どもたちの自己肯定感が育ま

れ、生活の中の自信にもつながっているようです。 

 

地域の資源（人・建物・情報…）として 

 誰もが気軽に参加できるように、あたたかい雰囲気作りを心

掛けています。チームを退団した後も「帰ってきたよ」と遊びに

きてくれる子もいて、この教室が子どもたちにとっての居場所

の 1 つになっているようです。 

また、教室の中で、地域の子どもたちに目を配り、声掛けを

し、時には専門性を活かして支援につなげることもあります。 

他にも、地域の防災訓練の会場

として法人の体育館を提供しており、訓練後には、地域の

方々との交流も図っています。 

これらの取り組みの積み重ねで、学校行事に参加すると

多くの親子に声をかけてもらえることも増え、法人・施設

が地域に認知されてきたと感じています。 

  

 

これからの取り組みについて 

高齢化が進むこの地域において、子育て支援の充実は地域

の活性化にもつながり、ますます重要になってきています。

今後もこれらの活動を継続し、法人内の保育園、放課後児童

クラブ、児童養護施設が一体となって子育て支援に取り組

んでいきます。 

 

 

 【問い合わせ】（社福）梅光会 梅光児童園 TEL076(231)3984 

https://www.baikou-jidouen.com 

◇◇◇地域における公益的な取組をシリーズで発信していきます。情報をお寄せください。◇◇◇ 

理事長・施設長の大塚さん（右）と、 
サッカー教室のコーチも務める  
児童指導員の中田さん（左） 

パスでつなぐサッカーは、子どもた

ち皆に役割があります。 

教室は保護者同士の交流にもつな

がっています。 

 

防災訓練にあわせて、救急法の講習

も行っています。 


